
2019-2020年の
バイオマス利用の最新動向

バイオマス産業社会ネットワーク第188回研究会

2020年10月6日

NＰＯ法人バイオマス産業社会ネットワーク理事長

泊 みゆき



バイオマスのエネルギー利用
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●熱利用（冷暖房、給湯、調理
、工場等）

＜コジェネレーション＞

●発電（直接燃焼、ガス化、メ
タン発酵等）

●輸送用燃料

地域

国内

外資



バイオマスは、最も多く使われてきた自然エネルギー
そのほとんどは木質バイオマスの熱利用
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IEA Energy Balances of OECD Countries 2014 2015



バイオマスの発生量と利用可能量
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バイオマスの特徴

º燃料となる資源が木質、農作物、残渣、廃棄物など多様

º燃料となる資源に関わる分野が多様：林業、木材加工、農業
、食品加工、廃棄物、輸入バイオマス等

º特殊用途、食用、マテリアル利用、飼料、肥料、燃料と資源
利用の方法が多様、燃料利用はその最後の形態

ºエネルギー利用の形態も、熱、発電、輸送用燃料と多様

º燃料の形態も固体（薪、チップ、ペレット、ブリケット等）、液体
（バイオエタノール、バイオディーゼル等）、気体と多様

ºカーボンニュートラルの概念がわかりにくい

º資源が「存在する」と「利用できる」は全く別

º再生可能エネルギーのなかで唯一、備蓄、輸送、需要に合
わせた供給が可能

º非常によい利用から悪い利用まで千差万別 5
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º太陽光、風力、バイオマスなど再生可能エネルギー電力を
促進するための制度

º目的：環境負荷の低減、我が国の国際競争力の強化・産業
の振興、地域の活性化

º２０１２年7月より開始

º再エネ電力を高い価格で買い取り、発電事業を増やす

º高く買い取る費用は、電力利用者（国民）が負担する

º再エネ電力増加に役立ったが、買取価格が高すぎたり制度
設計に問題があったƂ変更・改善を繰り返す

º 2020年FIT 制度大幅見直し
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再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT ）
バイオマス発電の現在の問題

１）認定容量の９割が、主に輸入バイオマスを燃料とする一般
木質バイオマス

２）パーム油や全木ペレットなど、持続可能性の問題がある
燃料も使われている

３）ライフサイクル温室効果ガス（GHG）が考慮されていなかった

４）熱利用を条件づけておらず、ほとんどのバイオマス発電所で
熱利用をしていない。発電効率が低いため、温室効果ガス削
減効果が低い

５）太陽光や風力と違い、燃料を購入するバイオマス発電
（熱利用なし）の経済的自立は、将来においても困難だと考え
られる
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FIT 制度におけるバイオマス発電の認定・稼働状
況（新規。2020年3月時点）
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経産省資料より作成

メタン発
酵

未利用木質
一般木材

リサイクル
木材

廃棄物 合 計2000kW

未満 2000kW以上
稼働件数 186 30 40 57 5 100 418

認定件数 228 88 51 190 5 128 690

稼働容量
kW

63,580 21,342 364,337 1,365,167 85,690 297,927
2,198,044

認定容量
kW

86,100 71,088 456,237 7,396,214 85,690 435,301
8,530,630



FIT バイオマス発電（新設）の稼働・認定状況
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図：木質ペレットおよびPKS輸入量の推移
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PKS 出典：On- site Report No. 357,358,406,407



第46回調達価格等算定委員会資料１
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FIT 制度大幅見直し

º再生可能エネルギー導入拡大と国民負担の軽減を目指し、
卒FIT へ。バイオマス発電では、１万ｋW以上は（フィード・イン
・プレミアム）FIP へ

º１万ｋW未満のバイオマス発電は、2022年度より地域活用電
源としてFIT 制度継続がありうる

①災害時（停電時）に再エネ発電設備で発電された の
活用が、 に位置付けられること。

②災害時（停電時）に再エネ発電設備で産出されたの
活用が、 等に位置付けられること。

③ 再エネ発電事業を するものであること。
又は、自治体が再エネ発電事業に直接 するもので
あること 12



֯ ר

º持続可能性に配慮しないバイオマスは、森林破壊など生
物多様性損失、大量の温暖化ガスの排出、土地を巡る紛
争、食料との競合、労働問題など深刻な環境社会問題を
生じかねない

º 2008年頃のバイオ燃料ブームを契機に、各国でバイオマ
スの持続可能性基準が導入された

º日本のFIT 制度では、合法性についての規定はあるが、
現状で温室効果ガス（GHG）排出の規定がないことが重大
な問題だった
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持続可能な開発目標（SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : 

SDGS)の１７の目標
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www.japanfs.org/ja/projects/sdgs/
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º２０１９年４月～１０月経産省が開催。研究者ら５名が委員

º発電事業者から、FIT 制度におけるパーム油をRSPO認
証だけでなく、他の認証も認めてほしいとの要望

º新規燃料（大豆油、ナタネ油、クルミやココナツの殻、ジャト
ロファなど）を認めてほしいとの要望Ƃどのように持続可能
性を担保するかを議論するために開催

º２０２０年８月～委員６人により開催

º論点：食料競合、環境・ライフサイクルGHG、新第三者認
証スキームの追加

º木質バイオマスの持続可能性、トレーサビリティについても
議論される？
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出典：経済産業省 バイオマス持続可能性ワーキンググループ第６回資料１
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２０１９年度における制度変更

RSPO
2013 2018 RSB IP SG

20

PKS RSPO 2013
2018 RSB IP SG

FIT

GHG

2020 GHG 18
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https://www.kami-

shoku.com/chojyu-oil/10577/

PKS
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バイオマス利用に関わるCO2排出
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日本の発電種類ごとの温室効果ガス排出
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2019
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米国ノースカロライナ州：木質ペレットの原料として
収穫された湿地林

Marlboro Productions ₩ FIT



Enviva
Marlboro Productions 
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MULTI-FUNCTIONALITY AND SUSTAINABILITY IN THE EUROPEANUNION‘S FORESTS

β化石燃料に対して中立化は可能だが、伐採の場合、中立までに百年以上を要する
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BECCS？（固定回収・貯留（CCS）付きバイオマス）
º森林は森林のまま保全・利用することが最も温暖化対策にか

なう

º数字合わせより、堅実な省エネ、再エネを
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EASAC, Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update



ベトナムからのペレットの偽装疑惑

º２０１９年、ベトナムからの木質ペレット輸入が急増したが、それら
がFSC認証等を本当に取得しているかについて疑惑が浮上

º発電事業者らの認証制度への理解不足、官庁によるチェック不足

FIT

https://www.foejapan.org/forest/biofuel/200720.html

º FSC認証とFIT 区分の食い違い

一般木質区分なら、電力買取価格は24円／kWh 、由来
が証明できない、あるいは建設廃材由来なら13円／kWh

大規模発電所であれば、数十億円の違いに

FSC FIT

https://jp.fsc.org/jp - jp/news/id/677

º意図的な詐取の可能性
28



木質バイオマスのトレーサビリティ

º FIT 制度 林野庁の定める「発電利用に供する木質バイオ
マス証明のためのガイドライン」：伐採届からのトレーサビリ
ティを求める

º 2017年総務省「森林の管理・活用に関する行政評価・監
視」報告書：調査対象の2/3程度において、木質バイオマ
ス発電設備に納入する燃料チップ等の加工事業者の中に
は、由来に関わる証明書類を適切に入手・作成していない
例がある

º 2019年度日本木質バイオマスエネルギー協会「発電利用
に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の運
用に関する実態調査：燃料チップ等の加工業者等の認定
事業者に対し、立ち入り検査を行った認定団体は２割未満
であり、認定事業者の取り消し実績のある認定団体は３割
未満
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木質バイオマス利用の概況

ºエネルギー白書2020によると、日本で2018年度に利用され
たバイオマスエネルギーは石油換算1,789万kl で2017年度
と比較して2.8％の増加。一 次エネルギー供給量50,949万
kl に占める割合は3.5%。

º令和元年木質バイオマスエネルギー利用動向調査によると、
令和元年（2019年）にエネルギーとして利用された木質バイ
オマスのうち、木材チップの量は942 万 3,386ｔと前年に比
べ 1.3％増加。このうち、「間伐材・林地残材等」に由来する
木材チップは302 万 9,178t で、前年に比べ 10.4％増加、
「製材等残材」に由来する木材チップは171 万 1,924ｔで前
年に比べ 5.3％ の減少、「建設資材廃棄物」に由来する木
材チップは406 万 3,912ｔで前年に比べて1.1％ の減少。
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業種別木質バイオマスの利用量
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出所：平成30年木質バイオマスエネルギー利用動向調査より泊みゆき作成



図：間伐材・林地残材等チップ利用量の推移
出典：木質バイオマスエネルギー利用動向調査等より泊みゆき作成
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左および右上図 出典：令和元年度森林・林業白書
右下図 出典：平成３０年度森林・林業白書
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バイオマスは産業用熱に
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木質バイオマス産業利用例
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http://u0u1.net/qw50



林業・木質バイオマス発電の成長産業化に向
けた研究会（2020年8月～

経済産業省・農林水産省 木質バイオマス関連団体

主な論点

■コスト低減

■持続可能なバイオマス発電

・品質安定化

・ライフサイクルGHG

■既存の木材利用との競合

■森林資源の持続的な利用

・広葉樹・早生樹の燃料利用

■木質バイオマスの熱利用の推進 40



今後の方向性

º温暖化対策効果が低く、エネルギー自給にならず地域経
済への恩恵が低い輸入バイオマスは、抑制すべきでは

（温室効果ガス排出（GHG）基準？）

º太陽光・風力発電の価格低下（２円～８円／ｋWh）が著し
い一方、バイオマス発電の価格低下には限界

º国産バイオマスは、カスケード利用の原則のもと、熱利用、
熱電併給、廃棄物発電への混焼など

º熱利用においても、高い温度帯を需要に合わせて供給で
きるバイオマスの特徴を生かした産業用などへの誘導

ºエネルギー・サービス会社、熱供給会社の育成が重要

º持続可能な林産業の発展と両輪で

41
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